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交付申請書（第 1 号様式）
事業計画書、実施計画書
経費の内訳が分かる書類
直近の市税の納税証明書（完納証明書）
※市役所 1 階 3 番窓⼝で発⾏します。証明書申請時に代表者印が必要です。

実績報告書（第 7 号様式）
事業報告書、実施報告書
⽀払いを証する書類（請求書および領収書の写し）
補助事業実施状況が分かる資料

※交付申請書受理から 2 〜 3 週間程度を予定

補助の対象となる事業の現物確認および成果に係るヒアリングなどを⾏います。

補助⾦の額の確定通知後、おおむね 30 ⽇後に交付します。

●職場環境の改善や⼈材育成を⽬的とした社内
研修の外部講師謝⾦、施設等使⽤料、委託費

●就業規則などの作成・変更や認定制度取得の
ための社会保険労務⼠への報酬  など

●男⼥別トイレや更⾐室を新たに設置
●託児スペースの設置
●バリアフリー化  など

次の条件を全て満たす企業・法⼈・個⼈事業主
 ●市内に本社・本部などがある
 ●国、地⽅公共団体の出資を受けていない
 ●＜企業＞中⼩企業基本法に規定する中⼩企業者
  ＜法⼈＞従業員数が 300 ⼈以下

※各事業に申請上限があります。
 ●ソフト事業は 3 回限り（同⼀年度内で 1 回）
 ●ハード事業は 1 回限り（過去に柏崎市中⼩企業等⼥ 

性活躍推進事業助成⾦の助成を受けた者は対象外）

※交付決定前に実施・発注したものは対象外です。

※制度の詳細は、市ホームページをご確認いただ
くか、商業観光課へお問い合わせください。

補助の対象事業に係る契約や発注などは、必ず交付決定後に⾏ってください。


